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令和５年度補助金評価表（令和４年度交付分）

事務事業名 骨髄等移植ドナー助成事業補助金

担当所属 健康づくり課 連絡先 092-332-2069

区分 ⑥国県制度事業補助

該当例規等 なし

基本目標 基本目標4_健康で安心して暮らせるまちづくり

政策 政策２_健康・医療の充実

施策 施策①_市民の健康管理体制の充実

【目的】

①

福岡県登録対象人口千人当りにおけるドナー登録者数
（人）
※公表されている登録者数は都道府県単位であり、本市の
みの動向は把握できない

骨髄や末梢血幹細胞の提供者（ドナー）の休業による経済的負担を軽減し、骨髄・
末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録の推進を図る。

② 0

③ 0【対象事業】

事業概要 成果指標

補助期間 令和5年度 まで

公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業にお
いて骨髄及び末梢血幹細胞（以下「骨髄等」という。）の提供を行った者（以下
「ドナー」という。）に対し、骨髄等移植ドナー助成金を交付する。

④

【対象者】

以下のいずれにも該当する者
（１）公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行
い、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
（２）骨髄等を提供した日において、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）に基
づき本市の住民基本台帳に記録されている者
（３）事業所等に勤務する者または自営業に従事する者
（４）市税を滞納していない者
（５）他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない者

今後の実施方向性 現状維持

多くのドナーの登録がなされることで、患者との白血球の型の適合の確率向上が期待でき、結果として骨髄等の移植により助か
る命が増えるため。

単位 令和４年度実績 目標値

0

④

年　度 単位 令和４年度決算 令和５年度予算

成果指標

① 人 10.9 11.2

② 0

③ 0 0

トータルコスト 円 200,000 600,000

市民及び議会等の意向・ニーズの変化等

開始時の周辺環境・課題

現状の周辺環境・課題

今後の予想される周辺環境・課題


